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発言者： 19  ／332 検索語：

○清水（湛）政府委員　借地の供給の減少の背景には住宅金融制度あるいは国の基本的な
土地政策、その他もろもろの要因があろうかと思いますが、一つの原因として指摘されており
ますところは、借地法の規制が非常に硬直化しておる、そのために土地所有者の間に、とに
かく土地を一たん貸すとなかなか返してもらえない、例えば十年なら十年たてば返しますとい
う約束を信用して貸したところ、さて十年が来たらもう全然返そうともしてくれないというような
ことがしばしばトラブルとして起こるわけでございますけれども、そういうようなことから土地を
一たん貸すとなかなか返してもらえないという認識が広まりまして、それが借地供給の減少の
一つの原因。さらには、そういうことで返してもらえないということになりますと、最初の段階で
高額の権利金を取ってしまう、そして半ば早期返還はあきらめる。こういうふうな、貸さない
か、あるいは高額の権利金を取るかというようなことになってまいりまして、次第に借地供給
が減少してきたんだという指摘もあるわけでございまして、私どもも、それが全体の原因のど
の程度の割合であるかということは正確に申し上げることができませんけれども、それが一因
であることは否定しがたいことだと考えているわけでございます。
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